






入 札 書 
 

令和  年  月  日 
 
契約担当官 
 小笠原総合事務所長 殿 
 
 

住   所                           
 

会 社 名                           
  

代表者名                       印   
 

（代理人名）                 （印） 
 
 
１ 入札金額   ￥             
 
  （参考） 
    入札金額に１００分の１０に相当する額を加算した金額（１円未満端数切り捨て） 
   
               ￥             
    
 
 
２ 入札件名   令和６年度 小笠原総合庁舎清掃委託業務 
 
 
３ 入札条件   契約書及び仕様書その他一切契約担当官の指示のとおりとする。 
 
 
上記のとおり入札いたします。 
 
※押印を省略する場合は、右欄に○を記入し、以下について記載してください。 

本件責任者氏名 ： 
本件責任者連絡先： 
本件担当者氏名 ： 
本件担当者連絡先： 

 



 
委 任 状 

 
令和  年  月  日 

 
契約担当官 
 小笠原総合事務所長 殿 
 
 
                           住   所 
 

会 社 名           
 

代表者名                  印 
 
 
 
 私は、下記の者を代理人と定め下記の権限を委任します。 
 
 

記 
 
 
１ 受 任 者                   印 
 
 
２ 委任事項   小笠原総合事務所において実施される「令和６年度 小笠原総合庁舎清

掃委託業務」の入札に関する一切の権限 
 
 
３ 委任期間   自 令和  年  月  日 

至 令和  年  月  日 
 
※押印を省略する場合は、右欄に○を記入し、以下について記載してください。 

本件責任者氏名 ： 
本件責任者連絡先： 
本件担当者氏名 ： 
本件担当者連絡先： 

 

 



庁舎清掃委託仕様書 
 
１．件名          令和６年度 小笠原総合庁舎清掃委託業務 
 
２．清掃場所        小笠原総合庁舎 
 
３．清掃面積及び回数 
 

内 容 面 積 清掃回数 
ホール ４２．６９㎡ 毎週１回 
階段及び廊下床 ２４５．１０㎡ 毎週１回 
便所 ３９．５４㎡ 毎日 
２階執務室 ２８７．６２㎡ 毎月１回 
３階執務室 ２８５．６７㎡ 毎月１回 
窓ガラス １５４．０５㎡ 年４回 

 
４．期間          令和６年４月１日～令和７年３月３１日 
 
５．清掃方法 
 
（１）ホール、階段、執務室及び廊下床清掃 

 
① 作業内容 
（ア）洗浄剤及び電動研磨機を用い塵埃等の除去を行う。 
（イ）洗浄汚染を拭き取り乾燥させる。 
（ウ）樹脂ワックスの一層塗りを行う。 
（エ）ゴミ箱等のゴミは、収集した後庁舎外へ搬出すること。 
 

② 清掃材料 
次の製品と同等以上のものを小笠原総合事務所（以下「委託者」という。）の承認

を受けたうえ使用する。ただし、洗浄剤・剥離剤は無リンとする。 
 

 KK リンレイ製 ペンギン KK 製 ジョンソン KK 製 
洗浄剤 ネオラクリーン ダイヤクリーン ホワード 
樹脂ワックス パーモスター CT９０ ジョンスター 
剥離剤 クリアー  インプレス 



 

（２）便所清掃 
 

①作業内容 
（ア）床は、洗浄剤を用い、塵埃等の除去を行う。 
（イ）便器、洗面台、流し台及び便所の立ち上がりは、洗浄剤及びブラシを用い塵

埃等の除去を行う。 
（ウ）洗浄汚染を拭き取り乾燥させる。 

  
（３） 作業期日 

 
① ホール、階段及び廊下床の清掃は毎週１回。 
② 樹脂ワックスの一層塗りは、月１回とし第２土曜日に行うこととする。 
③ 便所の清掃は毎日１回（ただし、土・日曜日・休日及び閉庁日を除く。）とする。 
 ※ 自然災害その他のやむを得ない事情がある場合は、委託者の承認により、免除

することができる。 
④ 窓ガラス清掃の作業日は、日曜日及び休日以外の日とし、委託者の承認を受けた

うえで行う。 
⑤ 上記の変更は、遅くとも実施日の３日前までに委託者に報告する。 

 
６．その他 
 

① この清掃方法は、作業の大要を示すものである。詳細な部分については、現場の

状況に応じて委託者の指示に従って行う。 
② この作業に使用する材料及び機器等の費用は、受託者の負担とし、電気・上下水

道の費用は、委託者の負担とする。 
③ 受託者は、作業完了の都度清掃作業報告書をもって委託者の立会検査を受けるも

のとする。 
④ 清掃作業が仕様書に適合しないと委託者が認めたときは、作業の再実施を命ずる

ことができる。 
⑤ 委託者は、随時に作業内容の調査を行い、必要があるときは、その改善を命ずる

ことができる。 
⑥ 清掃場所及び清掃対象は、別紙図面によるものとする。 
⑦ 庁舎内の清掃用具等の置き場所については、委託者の指示に従う。 
⑧ その他、仕様書に記載のない事項については、委託者の指示に従う。 

 
 

以 上 







【機２】
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※本工程表は、作業日数を表したもので、必ずしも、作業日を拘束するものではない。

Ａ－ホール・階段・廊下　　Ｂ－便所　　Ｃ－執務室　　Ｄ－窓ガラス

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ａ－ 4

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 Ｂ－ 21

Ｃ 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ａ－ 4

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 Ｂ－ 21

祭 祭 祭 祭 Ｄ Ｃ Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 1

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ａ－ 5

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 Ｂ－ 20

Ｃ Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ａ－ 4

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 Ｂ－ 22

Ｃ 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ａ－ 5

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 Ｂ－ 21

Ｄ Ｃ 祭 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 1

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ａ－ 4

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 Ｂ－ 19

Ｃ 祭 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ａ－ 4

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 Ｂ－ 22

Ｃ 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ａ－ 5

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 Ｂ－ 20

祭 祭 Ｄ Ｃ 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 1

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ａ－ 4

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 Ｂ－ 20

Ｃ 休 休 休 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ａ－ 3

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 Ｂ－ 19

休 休 休 Ｃ 祭 Ｃ－ 1

※ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ａ－ 4

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 Ｂ－ 18

Ｃ 祭 Ｄ 祭 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 1

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ａ－ 5

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 Ｂ－ 20

Ｃ 祭 Ｃ－ 1

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｄ－ 0

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

Ａ－ 51

※令和7年1月4日は、令和6年12月28日から連休で庁舎使用がないためA清掃不要 Ｂ－ 243

Ｃ－ 12

Ｄ－ 4

合計

１月

作業

２月

作業

３月

作業

１０月

作業

１１月

作業

１２月

作業

７月

作業

８月

作業

９月

作業

６月

作業

令和６年度　庁舎清掃委託年間工程表（案）

４月

作業

５月

作業



 

契約書（案） 
 
 

1 契約の目的 令和６年度 小笠原総合庁舎清掃委託業務 
 
2 契約期間 令和６年 ４月 １日から    
   令和７年 ３月３１日まで 
 
3 契約金額 ￥ 

（うち取引に係る地方消費税及び消費税の額         円） 
「取引に係る地方消費税及び消費税の額」は、消費税法第２８条第１項及び第２

９条の規定並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定により算出

したもので、契約金額に１０／１００を乗じて得た金額である。 

 
 
 
4 履行場所 小笠原総合庁舎 
 
5 契約保証金 免   除 
 
 
 
  令和６年  月  日 
 
  （甲） 委託者 東京都小笠原村父島字東町 
    契約担当官 小笠原総合事務所長 〇〇 〇〇 
           
  （乙） 受託者  
     
 
 
 
 
 

印鑑照合               
代理権査了              

  

内容調査済  

収  入 
 
印  紙 



 

 委託者（以下「甲」という）は、表記業務を表記金額で委託するため、受託者を乙として、次の

条項により契約を締結する。 
 なお、契約金額の支払金額については、甲及び北関東防衛局長（以下「丙」という）で定めた按

分方法により算出した額 甲         円、丙         円とし、具体的な請

求方法等は本契約書第１０条の規定によるものとする。上記金額について、契約期間の中途に消

費税率が改正された場合は、その翌月の支払いより、改正後の消費税率によるものとする。 
 
第１条 乙は、本委託業務を表記期間内に別紙仕様書により、甲の指示する作業期日（以下「指

定期日」という）に完了しなければならない。 
 
第２条 乙は、指定期日に委託業務を完了することができない理由の発生したときは、その都度

遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して届け出なければならない。 
 
第３条 乙は、天災事変その他やむを得ない理由により、指定期日に委託業務を完了することが

できないときは、その理由を詳記して期日延期の願い出をすることができる。この場合におい

て、甲は、その願い出を相当と認めたときはこれを承認することができる。 
２ 前項の願い出は指定期日までにしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、こ

の限りでない。 
 
第４条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任するこ

とができない。 
 
第５条 乙又は代理人及び主任技術者は、指定期日に甲の指定する係員（以下「係員」という）

の指示のもとに別紙仕様書に定められたところにより委託業務を実施するものとする。 
２ 乙は、関係諸法令及び保安関係規定を遵守し、常に善良なる管理者の注意を持って本委託業

務の実施にあたるものとする。 
３ 甲は、使用人のうち委託業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められる者があるとき

は、乙に対してその交替を求めることができる。 
４ 乙は、この委託業務について仕様書、及び契約事項に明示されていない事項でも、委託業務

の性質上当然必要なものは、甲の指示に従い乙の負担で実施するものとする。 
 
第６条 乙は、受託業務を完了したときは、直ちに届け出て甲の定める検査を受けるものとする。

なお、甲の判断により省略することができる。 
 
第７条 甲が検査を実施し、乙が検査に合格しないときは、甲は、１回に限り日時を指定して手

直しを認めることができる。乙は、この手直しが終了したときは、甲に届け出てその検査を受

けなければならない。 
２ 前項の場合は、手直しの検査に合格したときをもって当該委託業務を完了したものとする。 
 



 

第８条 乙は、甲の指定する日時において検査に立ち会うものとする。 
２ 乙は、前項の立ち会いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができな

いものとする。 
 
第９条 乙が手直しに応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、

乙の負担でこれを執行することができるものとする。また、乙に損害を生ぜしめることがあっ

ても、甲は賠償の責任を負わないものとする。 
 
第１０条 乙は、当該月分の契約代金の支払いを翌月初日以降に甲及び丙に対し請求することが

できる。 
２ 甲及び丙は、前項の支払請求書を受理した後３０日以内に当該月分の契約代金を、当該月分

の出来高により乙に支払うものとする。 
３ 乙は、消費税率が変更された場合は、当該月分の契約代金の支払いについて、その役務提供

の完了した日における消費税率により甲及び丙に対し請求するものとする。 
４ 甲及び丙は、乙の適正な請求書を受理した日から起算して３０日以内に請求金額を支払わな

いときは政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条に規定

する遅延利息を支払うものとする。 
 
第１１条 乙は指定期日に委託業務を完了しないときは、遅延日数につき、契約金額に年３．０

パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割

合とする）を乗じて計算した額（１００円未満の場合を除く）を違約金として、甲に納付する

ものとする。ただし、甲が個々に分割して履行しても支障がないと認めるときは、各部分につ

いて計算することがある。 
２ 第７条の規定による手直しが指定した日時以後にわたるときは、乙は、前項の規定によって

違約金を納付するものとする。 
３ 前２項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。 
 
第１２条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえこの契約の内容を変更し、又は履行の中止

をなすことができる。 
 
第１３条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえこの契約を解除することができる。 
２ 前項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、甲は、当該履行部分

に対する契約代金相当額を支払うものとする。その他の材料、工具等は、乙は遅滞なく引き取

らなければならない。 
 
第１４条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合

において、第１号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。 
（１） 乙が指定期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めると

き。 



 

（２） 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をした

とき。 
（３） 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の履行状況の調査又は検査

の実施にあたり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 
（４） 乙が後見開始の審判を受けたとき、又は乙について破産の申し立てがあったとき。 
（５） 乙が銀行取引を停止されたとき。 
（６） 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。 
（７） 乙から契約解除の願い出があったとき。 

２ 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は契約金額の１００分の１０に相当する額（履

行部分があるときは契約金額から履行部分に対する代金相当額を控除して得た額の１００分の

１０に相当する額）を違約金として、甲に納付しなければならない。 
３ この条の契約解除は、第１１条の規定による遅延違約金の徴収を妨げないものとする。 
 
第１５条 乙またはその代理人及び使用人が頭書の業務を実施するにあたって知り得た甲又は丙

の業務上の秘密を外部にもらし、または、他の目的に利用してはならない。 
 
第１６条 契約締結後において、天災事変等その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により、

契約金額がいちじるしく不適当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は

乙は、相手方と協議のうえ、契約金額、履行期限その他の契約内容を変更することができる。 
 
第１７条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、甲の承諾を得た場合には、この限りでない。 
 
第１８条 甲は、この契約において乙から取得する金銭があるときは、乙に支払うべき代金と相

殺する。 
 
第１９条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契

約書の各条項若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとす

る。 
 
甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その２通を保有する。 



 
入札心得書 

 
（総則） 
第１条 令和６年度 小笠原総合庁舎清掃委託業務に係る競争入札（一般競争及び指名競争

をいう。）を行う場合においては、入札者は会計法、予算決算及び会計令（以下「予決

令」という。）、契約事務取扱規則及びその他の法令に定めるもののほかこの心得の定

めるところに従わなければなりません。 
 
（契約締結） 
第２条 落札者が落札者側を責とする理由から、落札決定の日から３日以内に契約を締結 

しないときは、その落札を無効とすることがあります。 
 
（入札等） 
第３条 入札者は、仕様書、契約書（案）及び添付書類等を熟覧し、また暴力団排除に関

する誓約書（別添１）を承諾のうえ、入札して下さい。仕様書、契約書（案）及び添付

書類等について疑義があるときは、入札事務担当職員の説明を求めることはできます

が、入札後これら全部又は一部について、不明を理由として異議を申し立てることはで

きません。 
２ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数金額

を切り捨てた額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税

事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった額の１１０分の１００に相当す

る金額（総額）を入札書に記載して下さい。 
３ 入札者は、入札書を別紙の書式により作成し封かんのうえ、入札者の氏名及び入札す

る件名を表記し、公告又は通知書に示した場所及び日時までに入札箱に投入しなければ

なりません。 
４ 入札者は、代理人をして入札させるときは委任状を持参させ、入札前に必ず委任状を

入札事務担当職員に提出させなければなりません。 
５ 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に対する他の入札者の代理人を兼ねることは

できません。 
６ 入札者は、その提出した入札書を、その理由の如何に関わらず、引き換え、変更し又 

は取り消しすることができません。 
 
（入札参加の取りやめ） 
第３条の２ 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめるこ

とができます。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再

度の入札を行う場合も、また同様とします。 
２ 前項の場合において、指名を受けた者は、入札辞退届（様式１）を作成の上、契約担

当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとします。ただし、これによるこ

とができない場合、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札を執行する者に直

接提出するものとします。 



（公平な入札の確保） 
第３条の３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 
２ 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格又は入札書

その他契約担当官等に提出する書類（以下「入札書等」という。）の作成についていか

なる相談も行ってはなりません。 
３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格、入

札等を意図的に開示してはなりません。 
 
（入札の取りやめ等） 
第４条 入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行す 

ることができないと認められるときは、当該入札者を参加させず、又は入札を延期し、 

若しくは取りやめることがあります。 
 
（開札） 
第５条 開札は、公告又は通知書に示した場所及び日時に、入札者を立ち会わせて、その 

面前で行います。 
２ 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立 

ち会わせて開札します。この場合、入札者は異議を申し立てることはできません。 
 
（入札の無効） 
第６条 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。 

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札 
(2) 入札書の提出期限後に到達した入札 
(3) 委任状を提出しない代理人のした入札  
(4) 記名を欠く入札 
(5) 金額訂正した入札 
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 
(7) 明らかに連合によると認められる入札 
(8) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした入札 
(9) その他入札に関する条件に違反した入札 

２ 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無 

 効として取り扱うものとします。 
 一 予決令８６条第１項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき 
 二 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき 
 
（落札者の決定） 
第７条 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札した者を落札 

者とします。ただし、次の各号の一に該当すると認められるときは、最低の入札者を落 

札者としません。 
(1) 契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき 



(2) 契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

適当であると認められるとき 
２ 前項ただし書きの場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
 
（再度入札） 
第８条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者

がいないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行います。ただし、

再度の入札は原則として１回を限度とします。 
２ 再度の入札をしても落札者がいない場合は、原則として予決令第９９条の２の規定に

よる随意契約には移行しません。 
 
（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 
第９条 開札の結果、落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該 

入札者にくじを引かせて落札者を決定します。 
２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これ

に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。この場合、くじを引かない

者は異議を申し立てることができません。 
 

以 上 



様式１ 
 

入札辞退届 
 
件 名 
 上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 
  令和  年  月  日 
 住所 
 商号又は名称 
 代表者氏名 
 
 契約担当官 
  国土交通省 小笠原総合事務所長 殿 
 



別添  
 

暴力団排除に関する誓約書事項 
 
 当社は（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該当し

ません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 
 以上のことについては、入札書の提出をもって誓約します。 
 

記 
 
１ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。 
 
２ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている 
 
３ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している 
 
４ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している 
 

以上 
 


